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主 な 内 容

農委広報農委広報

４〜５ 市長へ意見書の提出・違反転用について

６ 先進地視察研修について

２〜３ 遊休農地について

７ 農業委員会からのお知らせ

８ 頑張る新規就農者



地　　区 遊休農地
面 積 ㎡

令和４年度調査結果
解消㎡ 新規㎡ 非農地判断㎡

天 童 ７，４４９ ０ ０ ０
成 生 ２３，４１３ ４，０７４ １６，７０４ ５，３４２
蔵 増 １７，８１２ ０ ５，３６８ ０
寺 津 ７，７２２ ０ ２，７５４ ０
津 山 １７，１６５ ９３７ １１，９５３ ０
山 口 ５，７８５ １３，８４７ ８２７ ６，８７４
高 擶 １９，０６５ ９６６ ６，１４９ ０
干 布 ２０，０６４ ４，８４７ ０ １，０００
荒 谷 １３，３１１ ０ ７３３ ０

計 １３１，７８６ ２４，６７１ ４４，４８８ １３，２１６

パトロールの様子（成生地区）

今
年
も
各
地
区
で
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施

　
農
業
委
員
会
で
は
、
７
月
２５
日
か
ら
８
月
４
日
ま
で
、
市
内
全

域
に
お
い
て
遊
休
農
地
の
実
態
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。
調
査
結

果
に
つ
い
て
は
別
表
の
と
お
り
で
す
。
前
年
度
末
以
降
に
解
消
さ

れ
た
面
積
は
約
２
・
５
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
新
た
に
遊
休
農
地
と
な
っ

た
面
積
は
約
４
・
４
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
な
っ
て
い
ま
す
。

利
用
意
向
調
査

　

遊
休
農
地
実
態
調
査
で
、遊
休
農
地
と
判
断
し
た
農
地
の
所
有
者
に
、

農
業
上
の
利
用
に
つ
い
て
意
向
調
査
を
行
い
ま
す
。

【
意
向
調
査
内
容
】

〇
農
地
中
間
管
理
機
構
に
貸
し
付
け
る

〇

自
分
で
買
い
手
又
は
借
り
手
を
見
つ
け
る

〇
自
分
で
耕
作
す
る

　

た
だ
し
、
表
明
し
た
意
向
の
と
お
り
に
利
用
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に

は
、
農
地
中
間
管
理
機
構
と
の
協
議
を
勧
告
し
ま
す
。
な
お
、
勧
告
対

象
と
な
っ
た
農
地
は
固
定
資
産
税
が
通
常
の
１
・
８
倍
に
な
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

※

農
地
中
間
管
理
機
構
＝
各
都
道
府
県
に
設
置
さ
れ
た
公
的
機
関
で
あ

り
、
山
形
県
で
は
、（
公
財
）や
ま
が
た
農
業
支
援
セ
ン
タ
ー
が
そ
の

役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。
農
地
中
間
管
理
機
構
で
は
、
離
農
や
規
模

縮
小
な
ど
で
、
農
地
を
貸
し
た
い
農
家
か
ら
農
地
を
借
り
受
け
、
農

業
経
営
の
効
率
化
や
規
模
拡
大
に
意
欲
の
あ
る
農
家
へ
貸
し
付
け
る

事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。
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取り組もう！遊休農地の解消と発生防止取り組もう！遊休農地の解消と発生防止

遊休農地解消前

解消後

　遊休農地とは、次のような農地をいいます。
○過去１年以上にわたって耕作されておらず、今後も耕作される見込みがない農地
○周辺農地と比べて、著しく利用頻度が低い農地
　ただし、作物を作付けしていなくとも、草刈りなどの管理がされていれば、遊休農
地には該当しません。
　遊休農地を放置しておくことは次のような悪影響を招きます。
　①害虫や黒星病等の発生を招き、周囲の農地に悪影響を及ぼします。
　②サルやクマ、イノシシ等の鳥獣被害の発生原因になります。
　③地域の担い手農家への農地の集積化を妨げる原因になります。

遊休農地とは遊休農地とは

■遊休農地解消対策事業
　遊休農地を耕作可能な農地に復元するために必要な、抜根・整地、障害物の撤去に
係る費用に対する補助
◎対象農地
　農業委員会の実態調査等で遊休農地に該当している農地
◎交付対象者
　遊休農地を５年以上の期間で賃貸借契約を結んだ借手

遊休農地の解消・発生防止に関する補助金遊休農地の解消・発生防止に関する補助金

◎交付金額（１０ａあたりの上限額）
　伐採・抜根・整地等　　　　　 １５万円
　障害物の撤去（ハウス、棚等）　１０万円
■農地リニューアル支援推進事業
　高齢または後継者不足などの理由で農地を更地に
するために係る費用に対する補助
◎対象農地
　現在貸し出していない農地
◎交付対象者
　農地を所有しており、高齢等で離農が見込まれる方
◎交付金額（１０ａあたりの上限）
　伐採・抜根・整地等　　　　　　　 ５万円
　障害物の撤去（ハウス、棚等）　２万５千円
※補助金の交付決定前に着手した事業については、
補助金は交付できません。　

➡
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農
業
委
員
会
は
、
令
和
５
年
度
に
向
け
た
農
林
業
施
策
に
関
す
る
意
見
書
を

令
和
４
年
１０
月
２６
日
に
市
長
へ
提
出
し
ま
し
た
。

　

意
見
書
の
概
要
は
次
の
よ
う
な
内
容
に
な
っ
て
い
ま
す
。

１　
農
地
利
用
の
最
適
化
に
つ
い
て

⑴　
担
い
手
へ
の
農
地
利
用
の
集
積
・

集
約
化
に
つ
い
て

ア　
地
域
の
実
情
に
即
し
た「
地
域
計
画
」

の
策
定

　

地
域
農
業
に
お
け
る
中
心
経
営
体
や
地

域
の
農
業
の
将
来
の
あ
り
方
を
明
確
に
す

る
「
人
・
農
地
プ
ラ
ン
」
が
、
農
業
経
営

基
盤
強
化
促
進
法
の
改
正
に
よ
り
「
地
域

計
画
」
と
し
て
法
定
化
さ
れ
ま
し
た
。
新

た
に
、
１０
年
後
に
目
指
す
べ
き
農
地
利
用

の
姿
を
示
す
「
目
標
地
図
」
の
作
成
が
求

め
ら
れ
ま
す
。

　
「
地
域
計
画
」
は
、
地
域
の
実
情
に
即

し
た
計
画
と
し
、
大
字
単
位
を
基
本
と
し

て
策
定
す
る
よ
う
求
め
ま
す
。

イ　
地
籍
調
査
の
早
期
完
了

　

地
籍
調
査
の
実
施
に
よ
っ
て
隣
接
地
と

の
境
界
と
地
籍
が
明
確
に
な
り
、
担
い
手

へ
の
農
地
利
用
の
集
積
・
集
約
化
が
大
き

く
促
進
さ
れ
ま
す
。

　

地
籍
調
査
の
完
了
期
限
を
明
確
に
し
、

早
期
完
了
を
求
め
ま
す
。

⑵　
遊
休
農
地
の
発
生
防
止
・
解
消

に
つ
い
て

ア　
農
地
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
支
援
推
進
事
業

補
助
金
の
拡
充

　

高
齢
又
は
後
継
者
不
足
等
の
理
由
に
よ

り
、
所
有
者
が
農
地
を
更
地
に
す
る
費
用

の
一
部
を
支
援
し
て
い
ま
す
が
、
補
助
金

額
は
実
事
業
費
の
２
割
程
度
に
と
ど
ま
っ

て
い
ま
す
。

　

農
地
の
遊
休
化
を
未
然
に
防
止
す
る
た

め
、補
助
基
準
単
価
の
増
額
を
求
め
ま
す
。

イ　
遊
休
農
地
解
消
対
策
事
業
補
助
金
の

堅
持

　

令
和
３
年
度
に
拡
充
さ
れ
た
遊
休
農
地

解
消
対
策
事
業
補
助
金
に
つ
い
て
、
補
助

基
準
単
価
及
び
予
算
総
額
を
堅
持
す
る
よ

う
求
め
ま
す
。

ウ　
農
地
法
第
４２
条
に
基
づ
く
措
置
命
令

　

市
長
は
、
遊
休
農
地
に
お
け
る
病
害
虫

の
発
生
等
、
周
辺
農
地
に
著
し
い
支
障
が

生
じ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
当
該
農

地
の
所
有
者
に
対
し
、
そ
の
支
障
の
除
去

等
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
命
ず
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
当
該
農
地
の
所
有
者
が
、
当
該

命
令
の
期
限
ま
で
に
必
要
な
措
置
を
講
じ

な
い
と
き
は
、
市
長
自
ら
そ
の
必
要
な
措

置
を
講
じ
、
そ
の
費
用
を
当
該
農
地
の
所

有
者
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
う
し
た
遊
休
農
地
に
関
す
る
措
置
に

つ
い
て
、
適
時
、
適
正
か
つ
厳
格
に
講
ず

る
よ
う
求
め
ま
す
。

⑶　
新
規
参
入
の
促
進
に
つ
い
て

ア　
親
元
就
農
者
に
対
す
る
支
援

　

親
元
就
農
は
、
単
な
る
事
業
継
承
に
と

ど
ま
ら
ず
、
農
業
生
産
活
動
の
継
続
に
よ

り
、
農
地
が
持
つ
公
益
的
・
多
面
的
機
能

の
保
全
に
寄
与
し
ま
す
。
ま
た
、
若
者
の

地
元
定
着
に
よ
り
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
維
持
及
び
活
性
化
に
大
き
な
役
割
を
果

た
し
ま
す
。

　

国
の
「
経
営
継
承
・
発
展
等
支
援
事
業
」

や
「
経
営
発
展
支
援
事
業
」
の
対
象
と
な

ら
な
い
親
元
就
農
者
に
対
し
、
本
市
独
自

の
就
農
奨
励
金（
１
回
限
り
１
０
０
万
円
）

等
の
支
援
を
講
ず
る
よ
う
求
め
ま
す
。

イ　
移
住
希
望
者
の
就
農
支
援

　

昨
今
の
少
子
化
に
加
え
、
首
都
圏
等
へ

の
若
者
の
流
出
に
歯
止
め
が
か
か
ら
ず
、

近
い
将
来
、
新
た
な
就
農
者
の
確
保
が
困

難
に
な
る
と
見
込
ま
れ
ま
す
。
Ｕ
タ
ー
ン

又
は
Ｉ
タ
ー
ン
に
よ
る
移
住
者
へ
就
農
を

促
す
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
移
住
者
は
生

活
基
盤
が
整
っ
て
い
な
い
た
め
、
新
規
就

農
の
ハ
ー
ド
ル
が
高
く
な
り
ま
す
。

　

移
住
者
が
就
農
す
る
た
め
に
は
、
研
修

期
間
中
及
び
収
穫
可
能
期
ま
で
の
生
活
資

金
や
、
住
宅
及
び
作
業
場
の
確
保
、
農
業

機
械
の
購
入
等
に
つ
い
て
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型

の
サ
ポ
ー
ト
が
必
要
で
す
。
地
域
お
こ
し

協
力
隊
や
「
て
ん
ど
う
移
住
の
窓
口
」
を

活
用
し
、
県
内
外
の
移
住
希
望
者
へ
積
極

的
な
情
報
発
信
を
求
め
ま
す
。

⑴　
農
道
の
舗
装
及
び
除
雪
に
つ
い
て

ア　
農
道
の
舗
装

　

農
道
は
、
農
業
生
産
活
動
を
支
え
る
重

要
な
農
業
基
盤
の
一
つ
で
す
。
農
道
の
舗

装
に
よ
っ
て
、
消
毒
等
の
農
作
業
の
効
率

化
、
農
作
物
の
運
搬
時
に
お
け
る
品
質
保

持
、
農
地
の
遊
休
化
の
未
然
防
止
等
が
期

待
さ
れ
ま
す
。

　

農
道
舗
装
整
備
事
業
の
実
施
計
画
に
基

づ
き
、着
実
な
農
道
の
舗
装
を
求
め
ま
す
。

イ　
農
道
の
除
雪

　

近
年
、
気
象
条
件
が
変
化
し
、
豪
雪
と

な
る
年
が
多
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。

豪
雪
時
は
、
果
樹
の
枝
折
れ
や
、
雨
除
け

ハ
ウ
ス
等
の
農
業
用
施
設
の
被
害
状
況
の

確
認
と
そ
の
対
応
の
た
め
、
平
常
時
よ
り

も
早
い
時
期
に
樹
園
地
へ
立
ち
入
る
必
要

が
生
じ
ま
す
。

　

農
道
の
除
雪
は
原
則
年
１
回
で
す
が
、

豪
雪
時
は
複
数
回
の
除
雪
が
可
能
と
な
る

よ
う
十
分
な
予
算
の
確
保
を
求
め
ま
す
。

⑵　
鳥
獣
被
害
対
策
に
つ
い
て

　

サ
ル
・
ク
マ
用
の
ネ
ッ
ト
電
気
柵
は
高

さ
が
２
ｍ
を
超
え
、
そ
の
支
柱
は
７０
㎝
程

度
の
土
中
打
込
み
が
必
要
で
す
。
ま
た
、

２　
農
業
の
振
興
に
つ
い
て

市
長
に
意
見
書
を
提
出

市
長
に
意
見
書
を
提
出
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ストップ違反転用！ストップ違反転用！

①　工事その他の行為の停止等を書面で是正勧告
　　↓勧告に従わない場合
②　原状回復命令・許可の取り消し等（農地法第５１条第１項）
③　行政代執行（農地法第５１条第３項）

罰則 ３年以下の懲役または３００万円（法人の場合１億円）以下の罰金（農地法第６４条・第６７条）

○農地転用とは
　「農地を農地以外のもの」にすることをいいます。
　　例：住宅地、工場用地、駐車場、資材置場、一時的な残土置場など
○違反転用行為とは
　・許可を受けないで農地を転用すること　・許可を受けないで農地等を転用するために権利の設定・移転を行うこと
　・転用許可に付した条件に違反すること　・違反転用者からその違反に係る工事等を請け負うこと
　・虚偽等の不正な手段による許可を受けること
○違反転用行為を行うと
　　許可なく転用行為をした場合は、農地法に違反することとなり、原状回復命令や罰則の適用があります。

○農地を転用する計画がある場合は
　　農地の場所や用途等によって、許可の要件が異なります。
　　あらかじめ農業委員会事務局にご相談ください。

サ
ル
・
ク
マ
用
の
ネ
ッ
ト
電
気
柵
が
必
要

な
園
地
は
山
間
部
に
あ
る
こ
と
が
多
く
、

不
安
定
な
作
業
条
件
と
な
る
こ
と
か
ら
、

農
業
従
事
者
で
は
安
全
に
設
置
す
る
こ
と

が
困
難
で
す
。

　

サ
ル
・
ク
マ
用
の
ネ
ッ
ト
電
気
柵
に
限

り
、
鳥
獣
被
害
防
止
総
合
対
策
事
業
補
助

金
に
お
い
て
設
置
費
も
補
助
対
象
と
す
る

よ
う
求
め
ま
す
。

⑶　
農
業
機
械
の
購
入
（
更
新
）
費

用
の
助
成
に
つ
い
て

　

農
業
生
産
活
動
に
は
、
ト
ラ
ク
タ
ー
、

ス
ピ
ー
ド
ス
プ
レ
イ
ヤ
ー
、
乗
用
草
刈
り

機
及
び
高
所
作
業
車
等
の
高
価
格
な
農
業

機
械
が
必
要
不
可
欠
で
す
。

　

本
市
の
「
農
業
担
い
手
等
経
営
確
立
支

援
事
業
」
に
お
い
て
、
認
定
農
業
者
又
は

認
定
新
規
就
農
者
等
に
対
し
、
農
業
機
械

の
取
得
費
の
一
部
を
支
援
し
て
い
ま
す
が
、

補
助
上
限
額
は
３０
万
円
か
ら
７０
万
円
に
と

ど
ま
っ
て
い
ま
す
。
農
業
機
械
は
経
営
面

積
に
比
例
し
て
使
用
頻
度
が
高
く
な
る
こ

と
か
ら
、
経
営
面
積
に
応
じ
た
支
援
と
な

る
よ
う
見
直
し
を
求
め
ま
す
。

⑷　
農
業
生
産
資
材
の
価
格
高
騰
対

策
に
つ
い
て

　

世
界
的
な
穀
物
需
要
の
増
加
や
エ
ネ
ル

ギ
ー
価
格
の
上
昇
に
加
え
、
ロ
シ
ア
に
よ

る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
略
等
の
影
響
に
よ
り
、

化
学
肥
料
原
材
料
の
国
際
価
格
が
大
幅
に

上
昇
し
た
ほ
か
、
農
薬
や
燃
料
等
の
農
業

生
産
資
材
の
価
格
が
急
騰
し
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
化
学
肥
料
の
低
減
や
堆
肥
等
の

国
内
資
源
の
活
用
に
取
り
組
む
農
業
者
に

対
し
、
肥
料
コ
ス
ト
上
昇
分
の
一
部
を
支

援
す
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

他
の
農
業
生
産
資
材
に
つ
い
て
も
同
様
の

支
援
が
講
じ
ら
れ
る
よ
う
求
め
ま
す
。

⑸　
農
業
委
員
会
事
務
局
体
制
の
拡

充
に
つ
い
て

　

農
業
従
事
者
の
高
齢
化
に
伴
い
、
今

後
、遊
休
農
地
の
増
加
が
危
惧
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
複
数
年
に
わ
た
る
悪
質
な
違
反
転

用
者
に
対
し
、
農
地
法
に
則
っ
た
厳
格
な

対
応
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
１０
年

後
に
目
指
す
べ
き
農
地
利
用
の
姿
を
示
す

「
目
標
地
図
」
の
素
案
を
農
業
委
員
会
が

作
成
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

農
地
業
務
の
質
及
び
量
と
も
に
増
加
し

て
お
り
、
農
地
事
務
を
担
当
す
る
「
農
地

係
」
を
設
置
し
、
総
務
担
当
等
と
の
２
係

体
制
と
す
る
よ
う
求
め
ま
す
。
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先進地視察研修報告先進地視察研修報告
　７月２１日・２２日の２日間、茨城県下妻市と福島県会津若松市にて行政視察を行いました。農業
委員１４名、農地利用最適化推進委員４名の参加となりました。
　茨城県下妻市農業委員会においては、タブレットを活用した農地パトロール、貸付希望農地の
ホームページ公開について学びました。近々、本市農業委員会においてもタブレットが導入され
るため、大変役に立ちました。
　福島県会津若松市農業委員会においては、農業相談日及び出張農業相談日を設けて、農地の売
買や賃借、新規就農等について何でも相談できる日があり、非常に活動的で農家に近い農業委員
会であるように感じました。
　今回の行政視察で学んだことを今後の農業委員会活動の参考にしていきます。
 （運営委員長　清野貢市）

茨城県下妻市
　下妻市は茨城県南西部に位置する人口約４万１千人、面積８０㎢
の町で、主な農産物としては梨、米、豚があります。
　茨城県では、県と全市町村が共同で県域統合型ＧＩＳを整備し
ており、平成２５年から現在の地図システムを利用しているそうで
す。これに加え下妻市では、「農地利用状況調査」に特化したシ
ステム（モバイルＧＩＳ）も導入し、令和２年からはタブレット
端末を利用しながら農地利用状況調査等を行っているそうです。モバイルＧＩＳでは、農業委員が
農地の所在地、地目、地積調査結果を確認できて農地の特定が容易になり、遊休農地の把握が飛躍
的に進んだそうです。また、事務局側では耕作権限、所有者、耕作者情報も確認することができる
ので、現地調査結果を庁舎内からリアルタイムで確認でき、業務の効率化にもつながっているとい
うことでした。本市でも今後タブレットの導入を予定しているので、非常に参考になりました。
　貸付を希望する方と経営拡大等で農地を借り受けたい方のマッチング（農地マッチング制度）に
ついても積極的に行っており、担い手不足や遊休農地の発生防止・解消にも大きく関係しているよ
うに感じました。
　全体を通して、非常に先進的で参考になる研修でした。本市でも遊休農地の発生防止・解消に向
けて、さらなる対策を考えていかなければならないと感じました。 （農業委員　五十嵐慶一）

福島県会津若松市
　福島県会津若松市は、市町村合併で市域が拡大したことにより、
面積が本市の３倍、人口も２倍近くある大きな市でした。
　農業委員会の活動としては、月に１回「農業相談日」を設けて
おり、農地の売買や賃借、新規就農に関することなど、農業に関
することを幅広く、何でも相談できる機会を設定していました。
市町村合併により農業委員会事務局が遠隔になってしまったため
に、年に１回は市内４箇所の会場に出向いて、「出張農業相談会」を開催しているそうです。また、
研修会等も精力的に実施しており、多い年では年に十数回を超えることもあるようでした。遊休農
地で、荒廃した柿畑であった所を農地に復元し「エゴマ」を栽培した事例もあることから、遊休農
地解消へのつながりも感じられました。
　これらの活動の多さは農業委員、農地利用最適化推進委員の負担にならないのかとの質問も出さ
れましたが、何事も前向きに取り組んでいるとのことでした。私たちも農家に寄り添った農業委員
会でなくてはならないと感じました。 （農業委員　小川　晋）
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●
購
読
料　
月
額
７
０
０
円
（
税
込
）

●
発
行
所　
全
国
農
業
会
議
所

●
発

行　
毎
週
金
曜
日

●
申
込
み　
天
童
市
農
業
委
員
会
事
務
局
（
市
役
所
２
階
）

　
　
　
　
　
☎
６
５
４

−

１
１
１
１　
内
線
２
３
３

　

全
国
農
業
新
聞
は
農
業
者
の
公
的
代
表
機
関
で
あ
る
農
業
委
員
会
系
統
組

織
が
農
業
者
の
立
場
に
立
っ
て
編
集
・
発
行
し
て
い
る
「
農
家
の
た
め
の
情

報
誌
」
で
す
。

　

地
方
版
で
身
近
な
ニ
ュ
ー
ス
も
お
伝
え
し
て

い
ま
す
。

■
農
業
者
な
ら
誰
で
も
入
れ
る
「
終
身
年
金
」
で
す

■
一
定
の
要
件
を
満
た
す
方
に
は
、
月
額
最
大
１
万
円
の
保
険
料
補
助

■
加
入
で
大
き
な
節
税
効
果
！
保
険
料
は
全
額
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象

※

農
業
者
年
金
の
加
入
に
は「
国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者
で
あ
る
こ
と
」

「
年
間
６０
日
以
上
農
業
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
」「
２０
歳
以
上
６０
歳
未
満
で

あ
る
こ
と
」
の
３
つ
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
農
業
者
年
金
基
金
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

～
老
後
の
備
え
は
国
民
年
金
＋
農
業
者
年
金
で
安
心
～

全
国
農
業
新
聞
を
購
読
し
ま
し
ょ
う
！

農
業
者
年
金
に
加
入
し
ま
せ
ん
か
。

農
業
者
年
金
に
加
入
し
ま
せ
ん
か
。

農地中間管理事業をご活用ください！農地中間管理事業をご活用ください！

・貸付者　随時
・借受者　令和５年度耕作分は令和４年１１月３０日まで

申請時期
天童市農林課農政係
� （☎６５４−１１１１　内線２１５）

受　付

　県指定の農地中間管理機構（公益財団法人やまがた農業支援センター）が農地を借り入れ、地
域の担い手や農業経営規模の拡大を目指す方に貸し付けすることで、農用地の利用の効率化を図
り、農業の生産性を向上させることを目的としています。

農地中間管理事業とは？

農
地
中
間
管
理
機
構

（
公
益
財
団
法
人
や
ま
が
た
農
業
支
援
セ
ン
タ
ー
）

貸し手のメリット
・��機構は公的機関なので安
心して貸せます。

・��機構から直接賃借料を受
け取ることができます。

・��要件を満たすと、固定資
産税の軽減措置等の支援
措置があります

借り手のメリット

・��貸し手が複数の場合でも
機構からのみ借り受けす
ることになります。

・��口座引落としにより、賃
料を払うことができます。

貸し付け
（転貸）貸し付け

http://w
w
w
.nounen.go.jp
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頑張る新規就農者頑張る新規就農者

　元々ワイン好きだった私がワインを造りたい
と思い、全国の様々なワイナリーを訪れた結果、
夫の地元の天童市に親戚の耕作放棄地があるこ
とを知り、ここでブドウを栽培してワイン造り
に取り組もうと決意しました。

―― 就農したきっかけは？

　ワイン用ブドウ約１１４ａ、生食用ブドウ約２０ａ
の栽培をしています。２０２２年にワイン醸造所を
開設し、秋からは自社畑ブドウ１００％のワイン
を製造しています。

―― 現在の経営内容は？

　全く未経験の中、農業を始めたので最初はわからないことだらけでしたが、美味しいブドウと
そこから造るワインを最高のものにしたいという一心で、耕作放棄地の畑にワイン用ブドウの苗
木を植え、栽培面積を増やしながら今日まで続けてきました。
　Ｉターンによる農業未経験者の新規就農ということで、地域の方には重労働を続けられるかと
いった御心配をして頂きつつも、親切丁寧にサポートして頂きました。その甲斐もあり、新規就
農１年目はほんのわずかしか収穫できなかった畑から、年を重ねるたびに少しずつ収量を増やし
てきています。毎年違う気候や生育条件なので、まだまだ先が読めないことだらけですが、ワイ
ン用ブドウをよりよいものにすることで、荒谷地区の農業に貢献できるのだと確信を持ってきま
した。
　ワイン醸造に関しても、天童市のサポートのもと少量の生産でも醸造免許が取得できるワイン
特区の制度を活用し、ワイナリーの開設を実現することができました。ワイン造りに一番大切な
のはブドウの品質の高さですので、これからは満足いく農作物を作る努力を惜しまず、それがで
きた時の喜びや充実感を色々な方と共有し、農業の楽しさを伝えられるように頑張ります。

～ 農業をやってみて思うこと ～

中川　淑子 さん（荒谷地区）

１０月２０日（木）津山小学校の５年生
が

稲刈り体験を行いました。

　

今
年
も
台
風
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。

　

予
報
で
は
、
今
ま
で
に
な
い
勢
力
を
持
っ
た
台
風
１５

号
が
日
本
に
上
陸
し
、縦
断
す
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。

今
回
は
、「
風
台
風
」
で
速
度
が
遅
い
と
い
う
こ
と
だ
っ

た
の
で
、秋
果
実
の
落
下
が
と
て
も
心
配
さ
れ
ま
し
た
。

幸
い
に
も
意
外
と
す
ん
な
り
通
過
し
、被
害
も
少
な
か
っ

た
よ
う
で
一
安
心
で
し
た
。

　

他
県
で
は
、
台
風
の
被
害
が
甚
大
な
も
の
に
な
っ
て

い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

　

農
業
は
自
然
相
手
で
す
。
今
、
災
害
が
な
い
時
こ
そ

も
し
も
の
時
の
対
策
が
必
要
だ
と
思
い
ま
し
た
。

�

（
山
口
光
利
委
員
）

編
集
後
記

　
　
　
広
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編
集
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員
会

�

委
　
員
　
長
　
　
今
　
野
　
　
　
滋

�

職
務
代
理
者
　
　
梅
　
津
　
節
　
子

�
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員
　
　
仲
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